
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
三
号

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被

害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の

救
済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年

政
令
第
二
百
七
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救

済
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
医
療
費
の
請
求
）

第
一
条
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康

被
害
の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年

法
律
第
九
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
支
給
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書

を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の
副
反
応
に
よ

る
も
の
と
み
ら
れ
る
疾
病
（
以
下
「
副
反
応
に
よ
る

疾
病
」
と
い
う
。
）
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労
働

大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受

け
た
期
日
及
び
場
所

三
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
の
名
称

四
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
医
療
を
受
け
た
病

院
、
診
療
所
、
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
（
健
康
保

険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
、
介
護

保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問
看
護
を

行
う
者
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
（
同

法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
予
防
訪
問

看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
薬
局
（
以
下
「
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
の
名

称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
医
療
機
関
が
指
定
訪
問

看
護
事
業
者
等
で
あ
る
と
き
は
当
該
指
定
に
係
る
訪

問
看
護
事
業
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
（
以
下
「
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
」
と
い
う
。
）
の
名
称
及
び
所
在

地
五
　
医
療
に
要
し
た
費
用
の
額

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
副
反
応
に
よ
る
疾
病

に
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

三
　
前
項
第
五
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

四
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
医
療
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類

五
　
医
療
を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し

（
医
療
手
当
の
請
求
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
手
当
の

支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十

七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
一

号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た
各
月

分
に
つ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請

求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
　
医
療
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所

三
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
の
名
称

四
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
医
療
を
受
け
た

医
療
機
関
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
当
該
医
療
機

関
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
で
あ
る
と
き
は
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
名
称
及
び
所
在
地

五
　
医
療
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月

六
　
そ
の
月
に
お
い
て
令
第
二
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
医
療
（
同
項
第
五
号
に
規

定
す
る
医
療
に
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
た
日

数
又
は
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
た

日
数

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
副
反
応
に
よ
る
疾
病

に
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

三
　
前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ

と
が
で
き
る
書
類

四
　
副
反
応
に
よ
る
疾
病
に
つ
い
て
の
医
療
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類

五
　
医
療
を
受
け
た
者
の
住
民
票
の
写
し

（
障
害
児
養
育
年
金
の
請
求
）

第
三
条
　
法
第
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
養
育

年
金
（
以
下
「
障
害
児
養
育
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支

給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
令
別
表
に
定
め
る
障
害
の
状
態
に
あ
る
十
八
歳
未

満
の
者
（
以
下
「
障
害
児
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
、

生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
障
害
児
の
障
害
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労
働
大

臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け

た
期
日
及
び
場
所

四
　
障
害
児
の
障
害
の
状
態

五
　
障
害
児
が
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
に

入
所
又
は
入
院
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
施
設
名
及
び

そ
の
入
所
又
は
入
院
を
し
た
期
間

六
　
障
害
児
に
つ
い
て
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四

号
）
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手
当
又
は
障
害

児
福
祉
手
当
の
支
給
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
額
及

び
そ
の
支
給
を
受
け
た
期
間

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
障
害
児
の
障
害
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労
働
大

臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け

た
期
日
及
び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
障
害
児
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

そ
の
他
障
害
児
の
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
料

四
　
障
害
児
の
属
す
る
世
帯
の
全
員
の
住
民
票
の
写
し

五
　
請
求
者
が
障
害
児
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
障
害
児
養
育
年
金
の
額
の
改
定
請
求
）

第
四
条
　
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

が
、
そ
の
養
育
す
る
障
害
児
の
障
害
の
状
態
に
変
更
が

あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
受
け
て
い
る
障
害

児
養
育
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
障
害
児
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

三
　
現
に
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
児
養
育
年
金
に
係

る
令
別
表
に
定
め
る
等
級

四
　
障
害
児
が
令
別
表
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
四
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

二
　
障
害
児
の
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

そ
の
他
障
害
児
の
障
害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
で
き
る
資
料

（
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
）

第
四
条
の
二
　
令
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
又
は
福

祉
型
障
害
児
入
所
施
設

二
　
児
童
福
祉
法
に
規
定
す
る
医
療
型
障
害
児
入
所
施

設
に
お
け
る
と
同
様
な
治
療
等
を
行
う
同
法
に
規
定

す
る
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

三
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設

四
　
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設

の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的

障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が
設
置
す
る
施
設

（
障
害
年
金
の
請
求
）

第
五
条
　
法
第
四
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金

（
以
下
「
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
障
害
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及

び
場
所

三
　
障
害
の
状
態

四
　
請
求
者
が
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
に

入
所
又
は
入
院
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
施
設
名
及
び

そ
の
入
所
又
は
入
院
を
し
た
期
間

五
　
請
求
者
に
つ
い
て
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手

当
、
障
害
児
福
祉
手
当
若
し
く
は
特
別
障
害
者
手
当

の
支
給
を
受
け
た
と
き
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）

附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
手
当

の
支
給
を
受
け
た
と
き
、
又
は
国
民
年
金
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
条
の
四
の
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規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
支
給
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
額
及
び
そ
の
支
給
を
受
け
た
期
間

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
障
害
の
状
態
と
な
っ

た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
障
害
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及

び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
障

害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料

四
　
請
求
者
の
住
民
票
の
写
し

（
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
施
設
）

第
五
条
の
二
　
令
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
第
四
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
施
設

二
　
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
、
国
立
研
究
開
発

法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発
法

人
国
立
循
環
器
病
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立
研
究
開
発

法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国
立

研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
国

立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
若

し
く
は
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
長
寿
医
療
研
究
セ

ン
タ
ー
の
設
置
す
る
医
療
機
関
又
は
社
会
福
祉
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三

項
第
九
号
に
規
定
す
る
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
っ

て
、
進
行
性
筋
萎
縮
症
者
が
入
所
又
は
入
院
を
し
、

必
要
な
治
療
、
訓
練
及
び
生
活
指
導
を
行
う
も
の

三
　
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働

省
令
第
一
号
）
に
基
づ
く
国
立
保
養
所

四
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
。
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び

に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
救
護

施
設
又
は
更
生
施
設

五
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三

号
）
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム

（
障
害
年
金
の
額
の
改
定
請
求
）

第
六
条
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
、
そ
の

障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

そ
の
受
け
て
い
る
障
害
年
金
の
額
の
改
定
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
現
に
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
年
金
に
係
る
令
別

表
に
定
め
る
等
級

三
　
令
別
表
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
前
項
第
三
号
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

二
　
障
害
の
状
態
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
障

害
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
資
料

（
遺
族
年
金
又
は
遺
族
一
時
金
の
請
求
）

第
七
条
　
法
第
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金

（
以
下
「
遺
族
年
金
」
と
い
う
。
）
又
は
遺
族
一
時
金

（
以
下
「
遺
族
一
時
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
を
請
求
し

よ
う
と
す
る
者
（
次
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当

時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

並
び
に
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係

三
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所

四
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

五
　
死
亡
し
た
者
が
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
期
間

六
　
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
一
時
金
の

支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
が
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

三
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

四
　
請
求
者
と
死
亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

五
　
請
求
者
が
死
亡
し
た
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い

な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
が

で
き
る
書
類

六
　
請
求
者
が
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
（
死

亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
除

く
。
）
が
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に
よ

っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
書
類

七
　
請
求
者
が
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る

者
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
請
求
者
が
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当

時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

第
八
条
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
胎
児
で
あ
っ
た
子

は
、
当
該
死
亡
し
た
者
の
死
亡
に
係
る
遺
族
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
そ
の
他
の
遺
族
が
既
に
遺
族
年
金

の
支
給
の
決
定
を
受
け
た
後
に
遺
族
年
金
又
は
遺
族
一

時
金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当

時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死

亡
し
た
者
と
の
身
分
関
係

三
　
死
亡
し
た
者
に
係
る
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て

い
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

四
　
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
一
時
金
の

支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
旨

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
請
求
者
と
死
亡
し
た
者
と
の

身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又

は
抄
本
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
後
順
位
者
か
ら
の
遺
族
年
金
の
請
求
）

第
九
条
　
令
第
八
条
第
九
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
遺
族
年

金
の
支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
氏

名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
者
及
び
請
求
者
以
外
の
遺
族
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
遺
族
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所

並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
と

の
身
分
関
係

三
　
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予

防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
に
係
る

遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
先
順
位

者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
当
該
先
順
位
者
が
そ
の

死
亡
の
当
時
有
し
て
い
た
住
所
並
び
に
当
該
先
順
位

者
が
死
亡
し
た
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
請
求
者
と
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た

者
と
の
身
分
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍

の
謄
本
又
は
抄
本

二
　
請
求
者
が
令
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
請
求
者
（
厚

生
労
働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当

時
胎
児
で
あ
っ
た
子
を
除
く
。
）
が
厚
生
労
働
大
臣

が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た

こ
と
に
よ
り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
に

よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

三
　
請
求
者
が
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る

者
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る

と
き
は
、
当
該
請
求
者
が
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ

り
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
書
類

第
九
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
令
第
八
条
第
九
項
後
段

の
規
定
に
よ
り
遺
族
年
金
の
支
給
を
請
求
で
き
る
者

が
、
令
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
遺
族
一
時
金
の

支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
第
三
号
中

「
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
書
類
（
当
該
請
求
者
が
当
該

死
亡
し
た
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
事
実
上

婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

を
含
む
。
）
」
と
す
る
。

（
現
況
の
届
出
）

第
十
条
　
障
害
児
養
育
年
金
、
障
害
年
金
又
は
遺
族
年
金

の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
は
、
毎
年
、
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
す
る
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
ま
で

に
、
そ
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
届
書
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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一
　
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
　
指

定
日
前
一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
及

び
障
害
児
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
（
特
別
区

に
あ
っ
て
は
区
長
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

第
一
項
の
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
区
長
又
は
総

合
区
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
証
明
書
又
は

戸
籍
の
抄
本

ロ
　
障
害
児
の
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
の
診

断
書

ハ
　
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が

障
害
児
を
養
育
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

二
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
　
指
定
日
前

一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
書
類

イ
　
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
の
生
存
に

関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又
は
戸
籍
の
抄
本

ロ
　
障
害
の
現
状
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三
　
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
　
指
定
日
前

一
月
以
内
に
作
成
さ
れ
た
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け

て
い
る
者
の
生
存
に
関
す
る
市
町
村
長
の
証
明
書
又

は
戸
籍
の
抄
本

３
　
第
一
項
の
規
定
は
、
障
害
児
養
育
年
金
、
障
害
年
金

又
は
遺
族
年
金
の
支
給
の
決
定
が
行
わ
れ
、
又
は
そ
の

額
が
改
定
さ
れ
た
日
以
後
一
年
以
内
に
指
定
日
が
到
来

す
る
年
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条
　
障
害
児
養
育
年
金
又
は
障
害
年
金
の
支
給
を

受
け
て
い
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
族
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
が
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と

き
も
、
同
様
と
す
る
。

一
　
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
氏
名

ロ
　
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
住
所
を
変
更
し
た
と
き
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
及
び
生
年
月
日

ロ
　
変
更
前
及
び
変
更
後
の
住
所

三
　
法
第
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
者
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
と
き
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
（
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
障
害
児
の
氏

名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ
　
法
第
四
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
者
に

該
当
し
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
そ
の
事
由

四
　
障
害
児
又
は
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者

の
障
害
の
状
態
に
変
更
が
あ
っ
た
た
め
、
新
た
に
令

別
表
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
と
き
　
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
氏
名
（
障
害
児
養
育
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い

る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
障
害
児
の
氏

名
）
、
生
年
月
日
及
び
住
所

ロ
　
現
に
支
給
を
受
け
て
い
る
障
害
児
養
育
年
金
又

は
障
害
年
金
に
係
る
令
別
表
に
定
め
る
等
級

ハ
　
障
害
児
又
は
障
害
年
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る

者
が
令
別
表
に
定
め
る
他
の
等
級
に
該
当
す
る
に

至
っ
た
年
月
日

（
死
亡
の
届
出
）

第
十
二
条
　
障
害
児
養
育
年
金
、
障
害
年
金
又
は
遺
族
年

金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
戸

籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
規

定
に
よ
る
死
亡
の
届
出
義
務
者
は
、
速
や
か
に
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
死
亡
し
た
者
と

の
身
分
関
係

二
　
死
亡
し
た
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

三
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
　
削
除

（
葬
祭
料
の
請
求
）

第
十
五
条
　
法
第
四
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
の

支
給
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
死
亡
の
当

時
有
し
て
い
た
住
所

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所
並
び
に
死

亡
し
た
者
と
の
関
係

三
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所

四
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日
を

証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
が
厚
生
労
働
大
臣
が
行
う
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

三
　
死
亡
し
た
者
の
死
亡
の
原
因
と
み
ら
れ
る
厚
生
労

働
大
臣
が
行
う
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を

受
け
た
期
日
及
び
場
所
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類

四
　
請
求
者
の
住
民
票
の
写
し

五
　
請
求
者
が
死
亡
し
た
者
に
つ
い
て
葬
祭
を
行
う
者

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

（
未
支
給
の
給
付
の
請
求
）

第
十
六
条
　
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
未
支
給
の
法
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
（
以
下
「
給
付
」
と

い
う
。
）
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
で
死
亡
し
た
も

の
（
以
下
「
支
給
前
死
亡
者
」
と
い
う
。
）
の
氏
名

及
び
生
年
月
日

二
　
請
求
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
支
給
前
死
亡
者
と
の

身
分
関
係

三
　
未
支
給
の
給
付
の
種
類

四
　
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
年
月
日

２
　
前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
の
事
実
及
び
死
亡
年
月
日

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
請
求
者
と
支
給
前
死
亡
者
と
の
身
分
関
係
を
証
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
戸
籍
の
謄
本
又
は
抄
本

三
　
請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
と
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
っ

た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

四
　
請
求
者
が
支
給
前
死
亡
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
書
類

五
　
支
給
前
死
亡
者
が
給
付
を
受
け
よ
う
と
し
た
場
合

に
お
い
て
、
提
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
書
類
そ
の
他
の

資
料
で
ま
だ
提
出
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
書
類
そ
の
他
の
資
料

３
　
未
支
給
の
給
付
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
お
い

て
、
支
給
前
死
亡
者
が
死
亡
前
に
そ
の
給
付
の
支
給
を

請
求
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
は
、
未
支
給
の
給
付
を
請

求
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
未
支
給
の
給
付
の
種
類

に
応
じ
て
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
又
は
第
十
五
条
の

例
に
よ
る
請
求
書
及
び
こ
れ
に
添
え
る
べ
き
書
類
を
厚

生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
損
害
賠
償
を
受
け
た
と
き
の
届
出
）

第
十
七
条
　
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
受
け
た
者

は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
受
け
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
損
害
賠
償
の
額
及
び
内
容
を

記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
請
求
書
又
は
届
書
の
添
付
書
類
の
省
略
）

第
十
八
条
　
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
同
時
に
二
以
上
の

給
付
に
係
る
請
求
書
又
は
届
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
給
付
に
係
る
請
求
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す

る
場
合
に
お
い
て
、
一
の
給
付
に
係
る
請
求
書
等
に
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
よ
っ
て
、
他
の
給
付
に

係
る
請
求
書
等
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
に
係

る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
他

の
給
付
に
係
る
請
求
書
等
の
余
白
に
そ
の
旨
を
記
載
し

て
、
他
の
給
付
に
係
る
請
求
書
等
の
当
該
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

一
の
世
帯
に
属
す
る
二
人
以
上
の
者
が
同
時
に
給
付
に

係
る
請
求
書
等
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
他
方
の
給

付
に
係
る
請
求
書
等
に
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
特
に
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
省
令

の
規
定
に
よ
る
給
付
に
係
る
請
求
書
等
に
添
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
書
類
の
提
出
）

第
十
九
条
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た

光
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）

並
び
に
請
求
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に

請
求
又
は
届
出
の
趣
旨
及
び
そ
の
年
月
日
を
記
載
し
た

書
類
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

一
　
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

二
　
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

三
　
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

四
　
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

五
　
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

六
　
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

七
　
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

八
　
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

九
　
第
九
条
第
一
項
（
第
九
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
請
求
書

十
　
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書

十
一
　
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
書

十
二
　
第
十
二
条
に
規
定
す
る
届
書

十
三
　
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
四
　
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
求
書

十
五
　
第
十
七
条
に
規
定
す
る
届
書

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
七
月
二
二
日
厚
生
労
働

省
令
第
九
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
九
月
三
〇
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
予
防
接
種
法
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
二
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
厚
生
労
働

省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
九
月
九
日
厚
生
労
働
省

令
第
一
〇
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
三
日
厚
生
労

働
省
令
第
一
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
厚
生
労
働

省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
九
日
厚
生
労
働

省
令
第
一
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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